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１ 

【日 時】 令和６年６月２４日（月）１０時００分～１１時０５分 

 

【場 所】 八代市役所３階 ３０２会議室 

 

【出 席 者】 ２５名                   （敬称略）  

区分  団体・役職  氏  名  

会長 八代市 副市長 福島 誠治 

委員 八代市 総務企画部長 田中 孝 

委員 産交バス（株） 八代営業所副所長 高濱 秀光 

委員 （株）麻生交通 代表取締役 
麻生 伸一 

代理：有村 謙一 

委員 （一社）熊本県バス協会 専務理事 佐々木 庸敏 

委員 （一社）熊本県タクシー協会  専務理事 
吉田 光義 

代理：齊藤 ゆか 

委員 熊本県タクシー協会八代支部  事業者代表 一川 賢一 

委員 八代市老人クラブ連合会 会長 橋本 剛 

委員 八代市地域協議会連絡会議  会長 德田 武治 

委員 坂本住民自治協議会  副会長 濱田 哲夫 

委員 千丁校区まちづくり協議会  事務局長 枩島 道則 

委員 鏡まちづくり協議会  事務局長 沖田 丈房 

委員 泉まちづくり協議会  会長 松永 純一 

委員 
九州運輸局熊本運輸支局  

首席運輸企画専門官（輸送・監査担当）  
平野 光祐 

委員 
九州運輸局熊本運輸支局  

首席運輸企画専門官（企画調整担当）  
白石 勇人 

委員 （一社）五家荘地域プロジェクト  理事 炭 尚之 

委員 
九州地方整備局熊本河川国道事務所  

 八代維持出張所長 
坂梨 仁宏 

委員 熊本県県南広域本部  維持管理課長 
渡邉 勇 

代理：池川 裕和 

委員 八代市 土木課長 福浦 亮二 

委員 八代警察署 交通第一課長 
大楠 弘幸 

代理：西垣 憲二 

委員 熊本大学 准教授 吉城 秀治 

委員 九州旅客鉄道（株）熊本支社  副支社長 
舩越 稔幸 

代理：長瀬 陽一 

委員 肥薩おれんじ鉄道（株） 代表取締役社長 古森 美津代 

委員 熊本県 交通政策課 審議員 
高松 江三子 

代理：永野 美月 

委員 氷川町 総務課 主幹兼行政係長 松本 奈光子 

  



２ 

【欠 席 者】 ４名                   （敬称略）  

区分 団体・役職 氏 名 

委員 八代市地域婦人会連絡協議会  会長 三栗野 惠美子 

委員 東陽まちづくり協議会  会長 橋永 高徳 

委員 全九州産業交通労働組合 副執行委員長 貢 博之 

委員 八代校長会 会長（昭和小学校校長） 吉本 仁 

 

【事 務 局】 総務企画部 次長         藤田 塁 

＿総務企画部 地域政策課長     松本 亨 

地域政策課 係長         須藤 貴久 

地域政策課 主任         西田 雄哉 

 

【議 題】 

 

◆協議事項 

 

１．八代市地域公共交通計画の変更について 【資料１】 

 

２．地域内フィーダー系統の認定申請について  

【資料２－１、２－２】 

 

◆報告事項 

１．八代市地域公共交通会議設置要綱の一部改定について  

【資料３－１】 

２．八代市地域公共交通計画の進捗について  【資料３－２】 

３．次期八代市地域公共交通計画の策定スケジュール（案）について  

【資料３－３】 

４．今年度の路線の見直し（案）について  【資料３－４】 

５．現在実施中の実証実験（社会実験）について  【資料３－５】 

６．ごかぐるまを活用した買物支援事業について  【資料３－６】 

 

 

【公開状況】 公 開 

 

【傍聴者数】 １ 名 

 

【所 管 課】 地域政策課 公共交通係 

  



３ 

◆協議事項 

１．八代市地域公共交通計画の変更について  

地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金を活用して運行を確保・維

持する運行系統について、計画本体へ必要事項を位置付けるための変更を

行うために協議を行った。  

 

＜事務局説明概要＞  

※資料１を用いて内容を説明した。  

 

＜協議結果＞ 

本件については、原案のとおり協議が調った。 
 

 

２．地域内フィーダー系統の認定申請について  

国庫補助金の交付を受けて確保・維持を図る地域内フィーダー系統に係

る計画の認定申請に関する事項について協議を行った。 

 

＜事務局説明概要＞  

※資料２－１及び２－２を用いて内容を説明した。  

 

＜協議結果＞ 

本件については、原案のとおり協議が調った。 
 

 

◆報告事項 

＜事務局説明概要＞  

※資料３－１～３－６を用いて説明した。  

 


